
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































︵
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
得
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
の
原
則
︶

︵
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
得
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
の
原
則
︶

第
四
十
五
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
二
章
の
規
定
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、

第
五
十
九
条

同

上

平
成
二
十
三
年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
二
年
分
以
前
の
所
得
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
特
定
寄
附
信
託
の
利
子
所
得
の
非
課
税
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
六
十
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
五
の
規
定
は
、
居
住
者
が
施
行
日
以
後
に
締
結
す
る
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
信
託
契
約
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
た
信
託
の
信
託
財
産
に
つ
き
生

ず
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
子
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

︵
振
替
国
債
等
の
利
子
の
課
税
の
特
例
等
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
六
十
一
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
第
三
項
︵
新
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
︶
の
規
定
は
、
新
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
第
三
項

に
規
定
す
る
外
国
年
金
信
託
の
信
託
財
産
に
つ
き
生
ず
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
国
債
︵

次
項
に
お
い
て
﹁
振
替
国
債
﹂
と
い
う
。
︶
若
し
く
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
地
方
債
︵

次
項
に
お
い
て
﹁
振
替
地
方
債
﹂
と
い
う
。
︶
又
は
新
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
振
替
社
債
等
︵
次
項
に
お
い
て
﹁
特
定
振
替
社
債
等
﹂
と
い
う
。
︶
の
利
子
で
そ

の
計
算
期
間
の
初
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

新
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
第
四
項
︵
新
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
︶
の
規
定
は
、
非
居
住
者
又
は
外
国
法
人
が
新
租
税
特
別
措
置
法
第

五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
組
合
財
産
又
は
同
項
に
規
定

す
る
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
振
替
国
債
若
し
く
は
振
替
地
方
債
又
は
特
定
振
替
社
債
等
に
つ

き
支
払
を
受
け
る
利
子
で
そ
の
計
算
期
間
の
初
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

︵
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
六
十
二
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
の
居
住
者
又
は
国
内
に

恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
項

第
一
号
に
掲
げ
る
配
当
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措

置
法
︵
以
下
﹁
旧
租
税
特
別
措
置
法
﹂
と
い
う
。
︶
第
八
条
の
四
第
一
項
の
居
住
者
又
は
国
内
に

恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
配
当

等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
源
泉
徴
収
税
率
等
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶



第
六
十
三
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
三
の
規
定
は
、
個
人
が
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
以

後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
配
当
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
同
日
前
に

支
払
を
受
け
る
べ
き
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
配
当
等
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
上
場
証
券
投
資
信
託
等
の
償
還
金
等
に
係
る
課
税
の
特
例
等
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

︵
上
場
証
券
投
資
信
託
等
の
償
還
金
等
に
係
る
課
税
の
特
例
等
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
四
十
六
条

第
六
十
四
条

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
償
還
金
等
の
支
払
を
す

る
者
が
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
前
に
提
出
し
た
同
項
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

新
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第

２

新
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
八
項
及
び

八
項
及
び
第
十
項
、
第
二
十
九
条
の
三
第
七
項
及
び
第
九
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
十
一

第
十
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二

項
及
び
第
十
三
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
四
項
及
び
第
二
十
六
項
の
規
定
は
、
平
成

十
四
項
及
び
第
二
十
六
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定

二
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
調
書
又
は
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が

す
る
調
書
又
は
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し

あ
る
者
に
対
し
て
行
う
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
︵
同
日
前
か
ら
引
き
続
き

く
は
提
出
の
要
求
︵
同
日
前
か
ら
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
る
調
査
︵
同
日
前
に
当
該
義
務
が
あ
る

行
わ
れ
て
い
る
調
査
︵
同
日
前
に
当
該
義
務
が
あ
る
者
に
対
し
て
当
該
調
査
に
係
る
旧
租
税
特
別

者
に
対
し
て
当
該
調
査
に
係
る
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の

措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
三
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
八
項
、
第
二
十
九
条
の
三
第
七
項
、
第

二
第
九
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
十
二
項
又
は
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
五
項
の
規
定

三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
十
一
項
又
は
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又

に
よ
る
質
問
又
は
検
査
を
行
っ
て
い
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
﹁
経
過
措
置
調
査

は
検
査
を
行
っ
て
い
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
﹁
経
過
措
置
調
査
﹂
と
い
う
。
︶

﹂
と
い
う
。
︶
に
係
る
も
の
を
除
く
。
︶
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定

に
係
る
も
の
を
除
く
。
︶
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
調
書
又
は

す
る
調
書
又
は
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
に
対
し
て
行
っ
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質

報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
に
対
し
て
行
っ
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
︵

問
又
は
検
査
︵
経
過
措
置
調
査
に
係
る
も
の
を
含
む
。
︶
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

経
過
措
置
調
査
に
係
る
も
の
を
含
む
。
︶
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
四
項
、
第
六
項
︵
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶

３

新
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
四
項
、
第
六
項
︵
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶

及
び
第
八
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
九
項
、
第
十
一
項
︵
第
九
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶
及
び

及
び
第
八
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
九
項
、
第
十
一
項
︵
第
九
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶
及
び

第
十
三
項
、
第
二
十
九
条
の
三
第
八
項
、
第
十
項
︵
第
八
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶
及
び
第
十

第
十
三
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
十
二
項
、
第
十
四
項
︵
第
十
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る

二
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
十
二
項
、
第
十
四
項
︵
第
十
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶

。
︶
及
び
第
十
六
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
五
項
、
第
二
十
七
項
︵
第
二
十
五
項
に

及
び
第
十
六
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
五
項
、
第
二
十
七
項
︵
第
二
十
五
項
に
係
る

係
る
部
分
に
限
る
。
︶
及
び
第
二
十
九
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
さ

部
分
に
限
る
。
︶
及
び
第
二
十
九
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
さ
れ
る

れ
る
新
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
九
項
、
第
三
十
七
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
三

の
十
一
の
三
第
十
二
項
又
は
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
物
件
に
つ
い
て
適
用

第
八
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
十
二
項
又
は
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
五
項
に
規
定
す

す
る
。

る
物
件
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

新
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
七
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
十
二
項
、
第
二
十
九
条

４

新
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
七
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
十
二
項
、
第
三
十
七
条

の
三
第
十
一
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
十
五
項
及
び
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
八
項
の

の
十
一
の
三
第
十
五
項
及
び
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
八
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月



規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
調
書
又
は
報
告
書
を
提

一
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
調
書
又
は
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
に
対
し

出
す
る
義
務
が
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
︵
経
過
措

て
行
う
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
︵
経
過
措
置
調
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。

置
調
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
︶
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

︶
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

︵
非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
非
課
税
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
六
十
五
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
八
の
規
定
は
、
同
条
の
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的

施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
条
第
一

号
に
掲
げ
る
配
当
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

︵
エ
ネ
ル
ギ
︲
需
給
構
造
改
革
推
進
設
備
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
所
得
税
額
の
特
別

︵
エ
ネ
ル
ギ
︲
需
給
構
造
改
革
推
進
設
備
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
所
得
税
額
の
特
別

控
除
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

控
除
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
四
十
七
条

個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
し
た
第
四
条
の
規
定
に
よ
る

第
六
十
六
条

個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第

改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
︵
以
下
﹁
旧
租
税
特
別
措
置
法
﹂
と
い
う
。
︶
第
十
条
の
二
の
二
第

十
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
︲
需
給
構
造
改
革
推
進
設
備
を
同
項
に
規
定
す
る

一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
︲
需
給
構
造
改
革
推
進
設
備
を
同
項
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供
し

事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
に
お
け
る
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を

た
場
合
に
お
け
る
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場

有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
﹁
控
除
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
﹁
次
条
第
三
項
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
経
済
社
会
の
構
造
の
変
化
に
対

金
額
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
控
除
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
又
は
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

応
し
た
税
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
平
成
二
十
三
年
法

律
︵
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
︶
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法

律
第

号
︶
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項

第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
の
額
か
ら
控

﹂
と
、
同
条
第
十
二
項
中
﹁
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
経
済

除
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
金
額
﹂
と
、
同
条
第
十
二
項
中
﹁
租
税
特
別
措
置

社
会
の
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
平
成
二

法
律
︵
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
︶
附
則
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

十
三
年
法
律
第

号
︶
附
則
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
二
の

さ
れ
る
同
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
﹂

二
第
三
項
﹂
と
す
る
。

と
す
る
。

︵
エ
ネ
ル
ギ
︲
環
境
負
荷
低
減
推
進
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
所
得
税
額
の
特

︵
エ
ネ
ル
ギ
︲
環
境
負
荷
低
減
推
進
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
所
得
税
額
の
特

別
控
除
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

別
控
除
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
四
十
八
条

第
六
十
七
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
又

は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
︲
環
境
負
荷
低
減
推
進
設
備

等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

前
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
二
の
二

２

前
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
二
の
二
の
規
定
の

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
﹁
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
﹂
と
あ
る
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
﹁
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
の
百

は
﹁
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
︵
経
済
社
会
の
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築
を

分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
︵
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
平
成
二
十
三
年
法
律
第

図
る
た
め
の
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
︶
附
則

号
︶
附
則
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第

第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
十
九
条
の
規
定
に

二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
︵
次
項
に
お
い
て
﹁
旧
効
力
措
置
法
﹂
と
い

よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
︵
次
項
に
お
い
て
﹁
旧
効
力
措
置
法
﹂
と
い
う
。
︶
第
十
条
の

う
。
︶
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
供
用
年
の
年
分
の
総
所
得
金
額
に
係
る
所



二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
供
用
年
の
年
分
の
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
額
か
ら
控
除

得
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
残
額
︶
﹂
と
、
同
条

さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
残
額
︶
﹂
と
、
同
条
第
四
項
中
﹁
控
除

第
四
項
中
﹁
控
除
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
控
除
さ
れ
る
金

さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
控
除
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
又

額
が
あ
る
場
合
又
は
旧
効
力
措
置
法
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

は
旧
効
力
措
置
法
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
年
分
の
総
所

そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

得
金
額
に
係
る
所
得
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
金
額
﹂
と
す
る

の
金
額
﹂
と
す
る
。

。︵
事
業
基
盤
強
化
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
等
の
特
別
償
却
又
は
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
関
す

︵
事
業
基
盤
強
化
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
等
の
特
別
償
却
又
は
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
関
す

る
経
過
措
置
︶

る
経
過
措
置
︶

第
四
十
九
条

個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
製
作
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
四
第
一

第
六
十
八
条

同

上

項
に
規
定
す
る
事
業
基
盤
強
化
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
個
人
の
平
成
二
十
三
年
分
以
前
の
所
得

２

同

上

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
特
別
控
除
額
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

︵
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
特
別
控
除
額
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
五
十
条

附
則
第
四
十
七
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条

第
六
十
九
条

附
則
第
六
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
租
税
特
別
措
置
法
第
十

の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
項

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
︵
経
済
社
会

同

上

同

上

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
︵
所
得
税
法

の
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
税
制
の
構

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
平
成
二

築
を
図
る
た
め
の
所
得
税
法
等
の
一
部

十
三
年
法
律
第

号
︶
附
則
第
六

を
改
正
す
る
法
律
︵
平
成
二
十
三
年
法

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

律
第

号
︶
附
則
第
十
七
条
の
規

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別

の
と
さ
れ
る
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ

措
置
法
︵
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
﹁
旧

る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
︵
以
下

効
力
措
置
法
﹂
と
い
う
。
︶
第
十
条
の

こ
の
条
に
お
い
て
﹁
旧
効
力
措
置
法
﹂

二
の
二
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
を

と
い
う
。
︶
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

又
は
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。
以
下
こ

︶

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
︶

省

略

省

略

同

上

同

上

第
二
項

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上



第
三
項

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

︵
個
人
の
減
価
償
却
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

︵
個
人
の
減
価
償
却
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
五
十
一
条

第
七
十
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
等
︵

取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
︶
を
す
る
同
項
に
規
定

す
る
特
定
設
備
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
等
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
等
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

地
震
防
災
対
策
用
資
産
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
製
作
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
二
第

３

個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
製
作
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規

一
項
に
規
定
す
る
事
業
革
新
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

定
す
る
事
業
革
新
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
源
生
産
性
革
新
計
画
に
係

４

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
源
生
産
性
革
新
計
画
に
係

る
同
号
に
規
定
す
る
認
定
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
源
制
約
対
応
製
品
生
産
設
備
導
入
計

る
同
号
に
規
定
す
る
認
定
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
源
制
約
対
応
製
品
生
産
設
備
導
入
計

画
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
認
定
を
施
行
日
前
に
受
け
た
個
人
が
取
得
等
︵
取
得
又
は
製
作
若
し

画
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
認
定
を
施
行
日
前
に
受
け
た
個
人
が
取
得
等
を
す
る
同
項
に
規
定
す

く
は
建
設
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
︶
を
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
源
需
給
構
造

る
資
源
需
給
構
造
変
化
対
応
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
︵
同
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶
の
規

変
化
対
応
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
︵
同
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶
の
規
定
は
、
な
お
そ
の

定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

効
力
を
有
す
る
。

３

新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
等
を
す

５

新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
等
を
す

る
同
項
に
規
定
す
る
集
積
産
業
用
資
産
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
等
を
し
た

る
同
項
に
規
定
す
る
集
積
産
業
用
資
産
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
等
を
し
た

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
集
積
産
業
用
資
産
に
つ
い
て
は
、
な
お

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
集
積
産
業
用
資
産
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
の
新
租
税
特

従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
の
新
租
税
特

別
措
置
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
﹁
そ
の
年
の
指
定
期
間

別
措
置
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
﹁
そ
の
年
の
指
定
期
間

内
﹂
と
あ
る
の
は
、
﹁
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
﹂
と
す

内
﹂
と
あ
る
の
は
、
﹁
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
﹂
と
す

る
。

る
。

４

新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
三
︵
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶
の
規
定
は
、
個
人
が

６

新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
三
︵
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶
の
規
定
は
、
個
人
が

施
行
日
以
後
に
取
得
又
は
製
作
を
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
農
産
加
工
品
生
産
設
備
に
つ
い
て

施
行
日
以
後
に
取
得
又
は
製
作
を
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
農
産
加
工
品
生
産
設
備
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

適
用
す
る
。

７

新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
又
は
製

作
を
す
る
同
項
に
規
定
す
る
医
療
用
機
器
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は

製
作
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
用
機
器
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８

個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
建
設
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
建
替
え
病
院
用
等
建
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



９

個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
製
作
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す

る
障
害
者
対
応
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

１０

新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
四
条
の
規
定
は
、
個
人
が
附
則
第
一
条
第
八
号
に
定
め
る
日
以
後
に

取
得
又
は
新
築
を
す
る
新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
サ
︲
ビ
ス
付
き
高
齢

者
向
け
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

１１

個
人
が
附
則
第
一
条
第
八
号
に
定
め
る
日
前
に
取
得
又
は
新
築
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

１２

個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
新
築
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三

号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
同
条
︵
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶
の
規
定
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

︵
個
人
の
準
備
金
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

︵
個
人
の
準
備
金
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
五
十
二
条

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
個
人
の

第
七
十
一
条

同

上

平
成
二
十
四
年
以
後
の
各
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
同
条
︵
第
三
項
か
ら

第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
が
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
に

２

同

上

お
い
て
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額
︵
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
固
定
資
産
に
つ
い
て
行
う
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
修
繕
に
係
る

も
の
に
限
る
。
︶
を
有
す
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
四
年
か
ら
平
成
二
十
七
年
ま
で
の
各
年
︵
当

該
個
人
が
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
︵
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
﹁
中
小
企
業
者
﹂
と
い
う
。
︶
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
四
年
か
ら
平
成
三
十
三
年
ま
で

の
各
年
︶
に
お
い
て
、
当
該
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額
の
四
分
の
一
︵
当
該
個
人
が
中
小
企
業
者

で
あ
る
場
合
に
は
、
十
分
の
一
︶
に
相
当
す
る
金
額
︵
次
項
に
お
い
て
﹁
四
年
等
均
等
取
崩
金
額

﹂
と
い
う
。
︶
を
、
当
該
各
年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
又
は
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
総

収
入
金
額
に
算
入
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
四
年
等
均
等
取
崩
金
額
が
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
け
る
特

３

同

上

別
修
繕
準
備
金
の
金
額
︵
そ
の
日
ま
で
に
同
項
に
規
定
す
る
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額
に
次
項
の

規
定
に
よ
り
総
収
入
金
額
に
算
入
さ
れ
た
、
若
し
く
は
算
入
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
金
額
又

は
そ
の
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
総
収
入
金
額
に
算
入
さ
れ
た

金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
︶

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
四
年
等
均
等
取
崩
金
額
は
、
当
該
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
個
人
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

４

同

上

た
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

日
の
属
す
る
年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
又
は
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
総
収
入
金
額
に
算



入
す
る
。

一

準
備
金
設
定
資
産
︵
第
二
項
の
特
別
修
繕
準
備
金
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
を
い

一

同

上

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
︶
に
つ
い
て
特
別
の
修
繕
︵
第
二
項
に
規
定
す
る
修
繕
を

い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
︶
を
完
了
し
た
場
合

そ
の
完
了
し
た
日
に
お
け
る
当
該
準
備

金
設
定
資
産
に
係
る
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額

二

準
備
金
設
定
資
産
に
つ
い
て
特
別
の
修
繕
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合

そ
の
行
わ
な

二

同

上

い
こ
と
と
な
っ
た
日
に
お
け
る
当
該
準
備
金
設
定
資
産
に
係
る
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額

三

準
備
金
設
定
資
産
を
そ
の
用
に
供
す
る
事
業
︵
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
条
の
四
第
一
項

三

同

上

に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
︶
の
全
部
を
譲
渡
し
、
又
は
廃
止
し
た
場
合

そ
の
譲
渡
し
、
又

は
廃
止
し
た
日
に
お
け
る
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額

四

第
二
項
、
前
三
号
及
び
次
項
の
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額
を
取

四

同

上

り
崩
し
た
場
合

そ
の
取
り
崩
し
た
日
に
お
け
る
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額
の
う
ち
そ
の
取
り

崩
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額

５

第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
個
人
が
、
平
成
二
十
四
年
か
ら
平
成
二
十
六
年
ま
で
の
各
年

５

同

上

︵
当
該
個
人
が
中
小
企
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
四
年
か
ら
平
成
三
十
二
年
ま
で
の
各

年
︶
に
青
色
申
告
書
の
提
出
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
青
色
申
告
書
に
よ
る
申
告
を
や
め
る

旨
の
届
出
書
の
提
出
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
の
取
消
し
の
基
因
と
な
っ
た
事
実
の
あ
っ
た

日
又
は
そ
の
届
出
書
の
提
出
を
し
た
日
︵
そ
の
届
出
書
の
提
出
を
し
た
日
が
青
色
申
告
書
に
よ
る

申
告
を
や
め
た
年
の
翌
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
や
め
た
年
の
十
二
月
三
十
一
日
︶
に
お
け
る

特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
日
の
属
す
る
年
分
及
び
そ

の
翌
年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
又
は
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
総
収
入
金
額
に
算
入
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

６

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
か
ら
平

６

同

上

成
二
十
七
年
ま
で
の
各
年
︵
当
該
個
人
が
中
小
企
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
四
年
か
ら

平
成
三
十
三
年
ま
で
の
各
年
︶
に
お
い
て
第
二
項
の
特
別
修
繕
準
備
金
の
金
額
を
有
す
る
個
人
の

死
亡
に
よ
り
当
該
個
人
の
相
続
人
が
同
項
の
特
別
修
繕
準
備
金
に
係
る
事
業
を
承
継
し
た
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

︵
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
農
業
所
得
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
七
十
二
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
分
以
後
の
所
得
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
分
以
前
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
特
定
の
取
締
役
等
が
受
け
る
新
株
予
約
権
等
の
行
使
に
よ
る
株
式
の
取
得
に
係
る
経
済
的
利
益

の
非
課
税
等
に
関
す
る
経
過
措
置
︶



第
七
十
三
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
取
締
役
等
又
は
権
利
承
継
相
続
人
が
附
則
第
一
条
第
九
号
に
定
め
る
日
以
後
に
行

う
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
等
の
行
使
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
九

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
取
締
役
等
又
は
権
利
承
継
相
続
人
が
同
日
前
に
行
っ
た
同
項
に
規
定

す
る
新
株
予
約
権
等
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
又
は
金
融
商
品
取
引
業

者
等
が
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
前
に
提
出
し
た
同
項
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
七
十
四
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
の
三
︵
第
八
項
、
第
十
項
︵
第
八
項
に
係
る
部
分

に
限
る
。
︶
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
を
除
く
。
︶
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
九
号
に
定
め

る
日
以
後
に
行
う
新
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
国
新
株
予

約
権
の
行
使
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

新
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
の
三
第
八
項
、
第
十
項
︵
第
八
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
︶

及
び
第
十
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
さ
れ
る
同
条
第
八
項
に
規
定

す
る
物
件
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

新
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
の
三
第
十
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
後

に
同
項
に
規
定
す
る
調
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若

し
く
は
提
出
の
要
求
︵
同
日
前
か
ら
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
る
調
査
︵
同
日
前
に
当
該
義
務
が
あ

る
者
に
対
し
て
当
該
調
査
に
係
る
次
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
を
行
っ
て
い
た
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
﹁
経
過
措
置
調
査
﹂
と

い
う
。
︶
に
係
る
も
の
を
除
く
。
︶
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
が
、
新
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
の
三
第
七

項
に
規
定
す
る
調
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
に
対
し
て
附
則
第
一
条
第
九
号
に
定
め
る
日
か

ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
調
査
又
は
開
始
し
た
調
査
︵
経
過
措

置
調
査
に
限
る
。
︶
に
係
る
同
項
並
び
に
新
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
の
三
第
九
項
及
び
第

十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
七
項
中
﹁
検
査
し
、
又
は
当
該
物
件
︵
そ
の
写
し
を

含
む
。
︶
の
提
示
若
し
く
は
提
出
を
求
め
る
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
検
査
す
る
﹂
と
、
同
条
第
九
項
中

﹁
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
又
は
検
査
﹂
と
す
る
。

︵
個
人
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
七
十
五
条

個
人
が
施
行
日
前
に
行
っ
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規

定
す
る
土
地
等
そ
の
他
の
資
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
の
二
の
規
定
は
、
個
人
が
附
則
第
一

条
第
十
号
に
定
め
る
日
以
後
に
行
う
新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る



土
地
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
︵
同
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
又
は
第
十
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
︶
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
を
す
る
同
表
の
第
一
号
又
は
第
十
号
の
下
欄

に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
三

十
七
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
又
は
第
十
八
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

４

個
人
が
施
行
日
前
に
行
っ
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
五
号
又
は
第
十
七
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
資

産
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
︵
同
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
︶
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
行
う
同
表
の
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第

五
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
行
っ
た
旧
租
税
特

別
措
置
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
表
の
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
九
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産
の

譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
行
う
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
行
っ
た
旧
租
税
特
別
措

置
法
第
三
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

７

新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
九
の
二
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
行
う
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
所
有
隣
接
土
地
等
の
交
換
又
は
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に

行
っ
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
隣
接
土
地
等
の
交

換
又
は
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
特
定
口
座
内
保
管
上
場
株
式
等
の
譲
渡
等
に
係
る
所
得
計
算
等
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
七
十
六
条

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
十
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引

業
者
等
が
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
前
に
提
出
し
た
同
項
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
七
十
七
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月

一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の
募
集
に
よ
り
取
得
す
る
同
号

の
上
場
株
式
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

︵
居
住
者
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
七
十
八
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
同
条
第
一
項



各
号
に
掲
げ
る
居
住
者
の
平
成
二
十
三
年
分
以
後
の
各
年
分
の
同
項
に
規
定
す
る
課
税
対
象
金
額

を
計
算
す
る
場
合
の
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
金
額
︵
当
該
居
住
者
に
係
る
同
項
に
規

定
す
る
特
定
外
国
子
会
社
等
の
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
も

の
に
限
る
。
︶
及
び
当
該
居
住
者
の
平
成
二
十
三
年
分
以
後
の
各
年
分
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
部
分
課
税
対
象
金
額
を
計
算
す
る
場
合
の
同
項
に
規
定
す
る
部
分
適
用
対
象
金
額
︵
当
該
居
住

者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
外
国
子
会
社
等
の
同
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
も

の
に
限
る
。
︶
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

居
住
者
の
平
成
二
十
二
年
分
以
前
の
各
年
分
の
同
項
に
規
定
す
る
課
税
対
象
金
額
を
計
算
す
る
場

合
の
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
金
額
及
び
当
該
居
住
者
の
平
成
二
十
二
年
分
以
前
の
各

年
分
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
部
分
課
税
対
象
金
額
を
計
算
す
る
場
合
の
同
項
に
規
定
す
る
部

分
適
用
対
象
金
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
居
住
者
に
係
る
特
定
外
国
法
人
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
に
関
す

る
経
過
措
置
︶

第
七
十
九
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
七
第
四
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
殊
関

係
株
主
等
で
あ
る
居
住
者
の
平
成
二
十
三
年
分
以
後
の
各
年
分
の
同
項
に
規
定
す
る
部
分
課
税
対

象
金
額
を
計
算
す
る
場
合
の
同
項
に
規
定
す
る
部
分
適
用
対
象
金
額
︵
当
該
居
住
者
に
係
る
同
項

に
規
定
す
る
特
定
外
国
法
人
の
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
も

の
に
限
る
。
︶
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
特

殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
居
住
者
の
平
成
二
十
二
年
分
以
前
の
各
年
分
の
同
項
に
規
定
す
る
部
分
課

税
対
象
金
額
を
計
算
す
る
場
合
の
同
項
に
規
定
す
る
部
分
適
用
対
象
金
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

︵
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
八
十
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
は
、
居
住
者
が
施
行
日
以
後
に
同
項

に
規
定
す
る
増
改
築
等
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
居
住
者
が
施
行
日
前

に
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
場

合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
特
定
の
増
改
築
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
控
除
額

に
係
る
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
八
十
一
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
二
の
規
定
は
、
居
住
者
が
施
行
日
以
後
に

同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
増
改
築
等
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
つ
い

て
適
用
し
、
居
住
者
が
施
行
日
前
に
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第

四
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
増
改
築
等
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の



例
に
よ
る
。

︵
償
還
差
益
等
に
係
る
分
離
課
税
等
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
八
十
二
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
二
第
九
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
発
行

さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
公
社
債
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
発
行
さ
れ
た
旧
租

税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
二
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
公
社
債
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
特
定
振
替
国
債
等
の
譲
渡

の
対
価
の
支
払
を
す
る
者
又
は
特
定
振
替
国
債
等
の
償
還
金
若
し
く
は
利
息
の
支
払
の
取
扱
い
を

す
る
者
が
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
前
に
提
出
し
た
同
項
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
課
税
の
特
例
等
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
八
十
三
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
四
及
び
第
四
十
一
条
の
十
五
の
規
定
は
、
新

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る

差
金
等
決
済
で
同
項
の
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
平
成
二
十
四
年

一
月
一
日
以
後
に
行
う
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
四
第
一

項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
差
金
等
決
済
で
同
項
の
居
住
者
又
は
国
内
に

恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
同
日
前
に
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

︵
寡
婦
控
除
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
八
十
四
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
同
法
第

二
百
三
条
の
二
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
う
べ
き
当
該
公
的

年
金
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
所
得
税
法

第
二
百
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
す
る
同
条

第
八
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

︵
特
定
新
規
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
を
取
得
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
八
十
五
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第
一
項
︵
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

︶
の
規
定
は
、
同
項
の
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
附
則
第
一
条
第

十
号
に
定
め
る
日
以
後
に
払
込
み
に
よ
り
取
得
を
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
新
規
株
式
に
つ
い

て
適
用
す
る
。



︵
既
存
住
宅
の
耐
震
改
修
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
八
十
六
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
二
の
規
定
は
、
居
住
者
が
施
行
日
以
後

に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
耐
震
改
修
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、

居
住
者
が
施
行
日
前
に
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅

耐
震
改
修
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

︵
既
存
住
宅
に
係
る
特
定
の
改
修
工
事
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
関
す
る
経
過
措

置
︶

第
八
十
七
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
三
︵
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
︶
の
規
定
は
、
居
住
者
が
施
行
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事
に
係
る
契
約
を
締
結

す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
居
住
者
が
施
行
日
前
に
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

︵
外
国
金
融
機
関
等
の
債
券
現
先
取
引
等
に
係
る
利
子
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
八
十
八
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
外
国

金
融
機
関
等
が
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
同
項
に
規
定
す
る
債
券
現
先
取
引
又
は
証
券
貸
借
取
引

に
つ
き
支
払
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
利
子
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
租
税
特
別
措
置
法
第

四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
金
融
機
関
等
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
同
項
に
規
定
す

る
債
券
現
先
取
引
に
つ
き
支
払
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
利
子
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

︵
支
払
調
書
等
の
提
出
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
︶

第
八
十
九
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
︵
同
条
第
一
項
に

係
る
部
分
に
限
る
。
︶
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
す
べ
き
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
調
書
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
︵
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分

に
限
る
。
︶
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

光
デ
ィ
ス
ク
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
前
に
お
い
て
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
四
の
二
第
三
項
、
第
二

十
九
条
の
二
第
七
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
十
項
又
は
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
受
け
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
税
務
署
長
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
新
租
税

特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
税
務
署

長
の
承
認
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。



４

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
租
税

特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

二
項
中
﹁
調
書
等
を
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
第
九
条
の
四
の
二
第
二
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
若

し
く
は
第
六
項
、
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
七

項
又
は
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
一
項
若
し
く
は
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
こ
れ

ら
の
規
定
に
規
定
す
る
調
書
及
び
報
告
書
︵
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
﹁
調
書
等
﹂
と
い
う
。
︶
を

﹂
と
、
﹁
、
第
三
十
七
条
の
十
四
第
十
五
項
若
し
く
は
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
若
し
く
は
﹂
と
、
同
条

第
三
項
中
﹁
、
第
三
十
七
条
の
十
四
第
十
五
項
又
は
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
又
は
﹂
と
、
﹁
第
三
十
七

条
の
十
四
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
二
項
ま
で
、
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
四
項
﹂
と
あ
る
の
は

﹁
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
十
四
項
﹂
と
す
る
。








































































































































































	3 内閣法制局資料 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案（租税特別措置法第41条の14第１項第１号から第３号までにかかる部分に限る。）
	1
	（抜粋）案文
	（抜粋）新旧
	（抜粋）参考資料（措置法）
	（抜粋）参照条文

	2
	理由
	（抜粋）新旧・見え消し
	（抜粋）新旧・浄書

	３
	4
	（抜粋）案文
	（抜粋）新旧
	（抜粋）参考資料

	5
	（抜粋）新旧の見え消し
	（抜粋）参照条文

	６
	７
	8
	（抜粋）案文
	（抜粋）新旧・所得税法
	（抜粋）参考資料・措置法等
	（抜粋）参照条文

	９
	10
	11
	（抜粋）見え消し
	（抜粋）職権修正分


	（修正）3 内閣法制局資料 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案（租税特別措置法第41条の14第１項第１号から第３号までにかかる部分に限る。）
	1
	（抜粋）修正案・案文
	（抜粋）修正案・新旧・改め
	（抜粋）新法・案文
	（抜粋）新法・新旧・改め
	（抜粋）新法・新旧・溶込み

	2
	（抜粋）修正案・案文見消し
	（抜粋）新法・新旧見消し

	3
	（抜粋）措法・案文
	（抜粋）scan-8
	（抜粋）措法・新旧
	（抜粋）scan-7
	（抜粋）scan-3

	4
	（抜粋）修正案案文
	（抜粋）230525　修正案案文対比表
	（抜粋）230525　修正案新旧対照表
	（抜粋）新法案文
	（抜粋）新法対比表②
	（抜粋）新法・新旧

	5
	（抜粋）230528　修正案・案文見え消し
	（抜粋）修正案案文
	（抜粋）修正案案文対比表
	（抜粋）230528　修正案・案文対比表
	（抜粋）230528　新法案文見え消し
	（抜粋）230527　新法案文対比表
	（抜粋）230528　新法案文新旧

	6
	（抜粋）修正案・案文
	（抜粋）修正案・対比表
	（抜粋）修正案・附則対比表
	印刷（新旧・附則              ）
	（抜粋）新法・案文対比表
	（抜粋）新法・附則対比表

	7
	8
	（抜粋）230531　修正案・案文
	（抜粋）修正案・対比表
	（抜粋）修正案・新旧
	（抜粋）230531　新法・案文
	（抜粋）新法・案文対比表
	（抜粋）新法・新旧



